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● アドバルーン の許可基準(短期間であっても要許可) 

許可の基準 

１ 気球部分の直径は３ｍ以下であること。 

 

２ 広告幕(網)の長さは１５ｍ以下、かつ、幅は１．５ｍ以下であること。 

 

３ 上端の高さは、地上から４５ｍ以下であること。 

 

※ 気球は、不燃性ガスを用い、風が強いときは揚げないこと。(監視員常駐) 

 

◇ 気球と広告幕(網)の部分に、広告を表示できます。 

 

◆ 近くに、建造物や電線その他障害となる物件がある場所には設置できません。 

 

◆ 禁止地域には設置できません。 

 

 


